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部活動終了時間・下校時間の変更について（お知らせ） 

 

 

 秋麗の候、保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。また、日

頃より本校の教育活動に対してご支援・ご協力をいただき感謝申し上げます。 

 さて、１０月下旬に入り、秋の気配が少しずつ感じられるとともに、日が暮れるのも早くなっ

てまいりました。そのため、部活動終了後の安全面を考え、明るいうちに帰宅することを目的と

して、下校時間を繰り上げることとしました。 

つきましては、部活動の規則にある１０月の部活動終了時間及び下校時間を変更し、下記のと

おり、１１月の部活動終了時間・下校時間で部活動を行っていきますので、ご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 

１ 期 日：令和５年１０月２４(火)～１０月３１日（火）             

 

２ 時 間：部活動終了時間 午後５時４５分 

下校時間 午後６時００分 

       

３ 年間部活動終了時間・下校時間：（部活動計画 ４規則（17）の終了時間･下校時間より抜粋）  

区分・項目 部活動終了 下  校 

４月～９月 午後６時３０分 午後６時４５分 

１０月・２月・３月 午後６時１５分 午後６時３０分 

１１月・１月 午後５時４５分 午後６時００分 

１２月 午後５時３０分 午後５時４５分 

※１０月２４日からは、規則の１０月終了･下校時間を、１１月終了･下校時間に変更して活動。 

 １１月は、上の表の終了・下校時間となります。 


